
平成１１年(ﾜ)第３９４２号特許権侵害差止等請求事件
 平成１３年２月２７日口頭弁論終結
                          判　　　　　　　　決
              　原　　　　　　告    タイホー工業株式会社
              　訴訟代理人弁護士    田　　中　　克　　郎
              　同                  森　　崎　　博　　之
              　同                  千　　葉　　尚　　路
              　同                  吉　　野　　正　　己
              　同                  菊　　田　　行　　紘
              　同                  藤　　井　　　　　基
              　同補佐人弁理士      稲　　葉　　良　　幸
              　同                  大　　貫　　敏　　史
              　同                  福　　田　　賢　　三
              　被　　　　　　告    ジョンソン株式会社
              　訴訟代理人弁護士    藤　　本　　英　　介
              　同                  鈴　　木　　正　　勇
              　同補佐人弁理士      安　　井　　幸　　一
                          主　　　　　　　　　文
　　　　　　原告の請求を棄却する。
　　　　　　訴訟費用は原告の負担とする。
                          事実及び理由
第１　請求
  １　被告は，別紙物件目録記載の艶出し洗浄剤を，製造，販売，貸与，販売又は
貸与のための展示をしてはならない。
　２　被告は，前項の艶出し洗浄剤を廃棄せよ。
　３　被告は，原告に対し，２億２３２２万４６００円及びこれに対する平成１１
年３月３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　４　訴訟費用は被告の負担とする。
　５　仮執行宣言
第２　事案の概要
　本件は，後記特許権を有する原告が，被告の製造・販売する製品は，原告の特許
権に係る特許発明（方法の発明）の実施のみに使用するものであって，当該特許権
を侵害している（間接侵害）と主張して，被告の製品の製造等の差止め，製品の廃
棄及び損害賠償を求めている事案である。
　１　争いのない事実等
　　(1)　原告は，次の特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。
　　　ア  特許番号      　　第２１３７５４４号
        　発明の名称      　艶出し洗浄方法
          出願年月日      　昭和６１年８月２１日
          出願公告年月日  　平成６年９月１４日
        　登録年月日      　平成１０年７月３１日
    　イ  右特許権に係る願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）
の特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである（以下，この発明を「本件
特許発明」という。）。
　　　　　「シリコンオイルに乳化剤を加えて水に分散させた基剤に，２ｗｔ％
（重量パーセント。以下，「ｗｔ％」と表記する。）を越えない範囲で泡調整剤を
配合してなるＯ／Ｗ型エマルジョンのスプレー型艶出し洗浄剤を，洗浄面に吹き付
けて泡を発生させることにより，洗浄面に付着する汚れ等を浮き上がらせ，泡調整
剤の作用で消泡して液状になると流下させることにより，拭き取りすることなく洗
浄面を洗浄させるとともに，シリコンオイルで艶出しするようにしたことを特徴と
する艶出し洗浄方法。」
　　(2)　上記発明の構成要件を分説すれば，次のとおりである。
    Ａ
      ①シリコンオイルに乳化剤を加えて水に分散させた基剤に，
      ②２ｗｔ％を越えない範囲で泡調整剤を配合してなる
      ③Ｏ／Ｗ型エマルジョンのスプレー型艶出し洗浄剤
　　Ｂ
      ①Ａの洗浄剤を，洗浄面に吹き付けて泡を発生させることにより，



      ②洗浄面に付着する汚れ等を浮き上がらせ，
      ③泡調整剤の作用で消泡して液状になると流下させることにより，
      ④拭き取りすることなく洗浄面を洗浄させるとともに，
      ⑤シリコンオイルで艶出しするようにしたこと
      ⑥を特徴とする艶出し洗浄方法
　　(3)　被告は，別紙物件目録記載の製品（以下，単に「被告製品」という。）を
業として製造・販売している。
　２　争点
　　(1)　被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属し，被告製品の製造・販売が本
件特許権を侵害するか。なかでも，被告製品が構成要件Ａ②を充足するかどうか，
すなわち，被告製品は２ｗｔ％を越えない範囲で泡調整剤を配合したものかどうか
（争点１）。
　　(2)　本件特許権には無効事由があり，本訴請求は権利濫用に当たるか（争点
２）。
　　(3)　原告の損害（争点３）
第３　争点に関する当事者の主張
　１　争点１（被告製品の構成要件Ａ②の充足性。すなわち，被告製品は２ｗｔ％
を越えない範囲で泡調整剤を配合したものかどうか）について
　　(1)　泡調整剤とは何か 
      ア　原告の主張 
        (ア)  本件特許発明における「泡調整剤」とは，基剤と共に使用されて大
気中で発生した泡に対し，消泡効果を有する化学剤であって，いったん発生した泡
を消すために用いるものである。
        (イ)  いわゆる消泡作用と呼ばれるもののなかには，既に生成している泡
に付与した場合にその泡を消す破泡作用と，溶液に最初から混合した場合に泡立ち
を抑制し，したがって，起泡させてもその泡が速やかに消える抑泡作用とがあり，
この両者は異なるものである。物質によって，破泡作用のみを有するものと，抑泡
作用のみを有するものがあることは，本件特許発明の属する技術分野における技術
常識である。
        (ウ)　本件明細書にいう「泡調整剤」は，最初から洗浄剤中に混合し，ス
プレーにより起泡させた泡を速やかに消す効果を生ぜしめるためのものであるか
ら，消泡剤のうち抑泡作用を有するもの（破泡作用しか有さないものは除かれる）
を意味するものであることは，本件特許発明の属する技術分野における技術常識に
従って特許請求の範囲の記載を読めば明確に分かるものであり，被告の主張するよ
うな不明確性はない。また，明細書の「発明の詳細な説明」欄の記載を斟酌する必
要はなく，明細書記載の比較配合例の記載を基に，本件特許発明の技術的範囲が実
施例に限定されるべきことにはならない。
  　  イ　被告の主張
        (ア)　「泡調整剤」の不明確性  
            「泡調整剤」なる語は，明確な技術的意味を有するようなものではな
いにもかかわらず，本件特許発明の明細書の「発明の詳細な説明」欄には「泡調整
剤」についての具体的な説明が一切ない。上記「発明の詳細な説明」欄において
「泡調整剤」として紹介されている各成分を配合しても，それだけでは本件特許発
明の具体的な作用効果が生じるようなものではなく，同効果を発生させる「泡調整
剤」を得るためには，さらに要件を限定することが必要になるが，上記明細書の他
の記載や出願当時の技術水準を斟酌しても右限定を導くことはできない。要する
に，本件特許発明の主要な要件である「泡調整剤」は，「発明の詳細な説明」欄や
図面及び出願当時の技術水準を検討し参酌しても，どのような組成のものか不明で
あり，技術的範囲を判断するに当たっての基準としての特許請求の範囲が全体とし
て不明瞭というほかない。
        (イ)　被告製品には泡調整剤が配合されていないこと
        　　被告製品を洗浄面に吹き付けて発生した泡は，泡調整剤の作用で消泡
するものではない。「泡沫が存在する因子には，大きく分けて泡の生じやすさを表
す起泡力と，生じた泡の安定度の２つがある。前者は表面張力の低下が，後者は泡
の薄膜の強度やこの薄膜中での液体の流動性が関係している。これらの２つの相互
作用によって泡沫の性質が決まる」（「化学大辞典」東京化学同人発行）のであ
り，スプレー型艶出し洗浄剤においても，消泡のために上記泡調整剤が必要という
ものではないのである。したがって，被告製品において洗浄面に吹き付けた泡が消



泡するからといって，泡調整剤が配合されていることにはならないし，消泡が泡調
整剤によるものであるともいえない。被告製品において消泡が生じるのは，泡調整
剤とは別の被告の独自のノウハウによるものである。
    (2)　被告製品の組成
      ア　原告の主張    
        (ア)　被告製品の成分比及び各重量比は，以下のとおりである。
               成分                                含有量（ｗｔ％）
               水分                                ７５．１
               シリコンオイル                      ２２．８
               アンモニア           　               ０．１３
               ノニルフェノールエチレンオキサイド（以下，エチレンオキサイド
を「ＥＯ」と表記する。）７付加物  　　 　　　　　　　   ０．６０
               ノニルフェノールＥＯ４付加物　        ０．０６
               ノニルフェノールＥＯ２付加物  　      ０．２５
        (イ)　被告製品における基剤
            被告製品には，シリコンオイル及び水が含まれている。被告製品にお
ける乳化剤とは，前記組成成分中のノニルフェノールＥＯ７付加物（ノニルフェノ
ールにＥＯを７モル付加したもの）である。被告製品における基剤は，この乳化剤
にシリコンオイル及び水を加えたものである。
        (ウ)　被告製品における泡調整剤
            被告製品における泡調整剤は，ノニルフェノールＥＯ２付加物（ノニ
ルフェノールにＥＯを２モル付加したもの）及び同４付加物（ノニルフェノールに
ＥＯを４モル付加したもの）である。被告製品に用いられているノニルフェノール
ＥＯ付加物の付加モル数が低いものが消泡効果を有し，約４以下のものを泡調整剤
ということができる。
      イ　被告の主張   
          被告製品は，その配合処方を２度変更している。
        (ア)　平成２年３月１４日から平成８年１２月２０日（以下「第１期」と
いう。）製造分
            この期間に製造された被告製品の配合処方は，別紙「配合処方(1)」記
載のとおりである。　
        (イ)　平成９年１月３１日から平成１１年４月２８日（以下「第２期」と
いう。）製造分
            この期間に製造された被告製品の配合処方は，別紙「配合処方(2)」記
載のとおりである。　
        (ウ)　平成１１年４月２９日以降（以下「第３期」という。）製造分
            この期間に製造された被告製品の配合処方は，別紙「配合処方(3)」記
載のとおりである。　
  　(3)　構成要件Ａ②の該当性（被告製品は２ｗｔ％を越えない範囲で泡調整剤を
含むか）について
      ア　原告の主張
        (ア)　第１期の被告製品について        
            被告の開示した配合処方によれば，第１期に生産された被告製品に
は，泡調整剤であるノニルフェニルエーテルＥＯ４モル付加物が０．４３５２ｗｔ
％含まれている。したがって，第１期の被告製品は，２ｗｔ％未満の泡調整剤を含
むものであり，本件特許権を侵害している。
        (イ)　第２期の被告製品について
            第２期に生産された被告製品の分析結果は，甲８のそれと，乙６のそ
れとで異なっている。甲８の分析結果は，(2)ア(ア)で述べたとおりであり，これに
よれば，被告製品には，泡調整剤であるノニルフェノールＥＯ２付加物を０．２５
ｗｔ％，同４付加物を０．０６ｗｔ％，それぞれ含むので，これら合計は０．３１
ｗｔ％となり，第２期の被告製品は本件特許権を侵害している。
            仮に，第２期に生産された被告製品の分析結果が，乙６のとおりであ
るとしても，第２期の被告製品は本件特許権を侵害している。すなわち，乙６の２
枚目の「２．まとめ」によれば，fig.１３中のＥＯモル付加物は全体の０．０２ｗ
ｔ％ということであるから，fig.１３のグラフから見ると，ＥＯ３モル付加物は約
０．０７ｗｔ％，４モル付加物は約０．１２ｗｔ％ということになり，ＥＯ４モル
以下付加物は合計約０．２１ｗｔ％ということになる。かかるＥＯ付加物は，モル



数の異なるＥＯ付加物の混合物として混入されたとしても，それぞれのモル数付加
物の各分子がそれぞれ独立にその有する効果を発揮するものであり，これら低モル
付加物は泡調整剤としての効果を発揮している。したがって，仮に被告の提出した
分析結果が正しいとしても，第２期の被告製品は，２ｗｔ％未満の泡調整剤を含む
ものであって，本件特許を侵害する。
        (ウ)　第３期の被告製品について
            被告の配合処方(3)によれば，第３期に生産された被告製品には，ノニ
ルフェノールＥＯ付加物は配合されておらず，代わりにＰＯＥ（ポリオキシエチレ
ン。以下，「ＰＯＥ」と表記する。）Ｌinear Ａlcohol　Ｅther－５モルが入って
いるという。原告の分析（甲１３）によると，被告製品に含まれるＰＯＥ　Ｌinear 
Ａlcohol　Ｅther－５モルには，アルキルエーテルＥＯ（１～４）付加物が０．３
４％含まれている。このＥＯ（１～４）付加物は，本件明細書の「発明の詳細な説
明」欄にいうところの「ポリオキシアルキレン化合物等の界面活性剤型」の泡調整
剤である。このＰＯＥ　Ｌinear Ａlcohol　Ｅther－５モルには，アルキルエーテ
ルＥＯ（１～４）付加物が約４割も含まれており（甲３０），上記(イ)で述べたの
と同様，これらの低モル付加物成分の存在が顕著な消泡効果を奏している。したが
って，第３期に生産された被告製品は，本件特許権を侵害する。
      イ  被告の主張      
          原告は，被告製品に分布として存在しているノニルフェノールＥＯ付加
物やＰＯＥ　Ｌinear Ａlcohol　Ｅtherの低モルのものが泡調整剤であると主張す
るが，誤りである。本件特許の出願以前から原料として製造販売されているＥＯ付
加物には分布があり，高モルから低モルまでのものが含まれており，その平均値の
モル数をもって当該ＥＯ付加物のモル数として表示しているのである。たとえば，
１０モルのＰＯＥノニルフェノールエーテルが乳化剤であることは疑いがないが，
同物質にも分布として低モルのものは存在しているのである。しかし，それによっ
て乳化剤であることの性質は何ら影響を受けるものではなく，右低モルのものを含
めて，全体として乳化剤として使用されているのであり，甲１４，１５，乙４，５
などのカタログのどこにも消泡効果があるとは記載されていない。このことは４モ
ルないし６モルのものでも同様であり，全体として乳化剤として使用されているの
であって，その中から低モルのものを取り出して泡調整剤に該当するとすることは
誤りである。
          上記のように，本件特許の出願以前から乳化剤とされるＥＯ付加物には
分布として低モルのものが存在していることを当然の前提として，本件特許発明で
は，泡調整剤を乳化剤とは別個の要件としているのである。すなわち，特許請求の
範囲では，泡調整剤を乳化剤とは別個の要件とし，「発明の詳細な説明」欄におい
ても，泡調整剤と乳化剤を区別し，さらに，乳化剤を配合しながら泡調整剤を配合
していないものを比較配合例２としているのであるから，泡調整剤は乳化剤とは異
なるもので，乳化剤に分布として存在している低モルのものを含まないと解され
る。もしこの低モルのものが泡調整剤に該当し，それによって本件特許発明の作用
効果が生じるのであれば，本件特許の出願以前から上記乳化剤は存在していたので
あり，泡調整剤を新たな要件とすることなく，比較配合例２においても，上記効果
は当然に生じることになり，本件特許発明の作用効果が認められないことになって
しまい，本件特許発明は無効とされることとなる。以上のように，乳化剤に分布と
して存在しているノニルフェノールＥＯ付加物やＰＯＥ　Ｌinear Ａlcohol　Ｅ
therの低モルのものが泡調整剤に該当するとの原告の主張は誤りである。
　　(4)  泡調整剤とＨＬＢ値について
      ア　被告の主張         
          原告は，本件特許発明における「泡調整剤」とは，「基剤とともに使用
されて大気中で発生した泡に対し，消泡効果を有する化学剤であって，いったん発
生した泡を消すために用いるものである。」と主張している。「新・界面活性剤入
門」（乙２）によれば，界面活性剤における消泡作用は，ＨＬＢ値（Hydrophile- 
Lipophile Barance，親水基親油基バランス）が４以下において認められるのであ
る。
          原告自身も，本件特許出願に対する異議答弁書（乙３）８頁下から７行
目ないし３行目において，「界面活性剤型の消泡剤は，多くの文献に開示され，少
なくとも当業者にとっては広く知られているものであって，乳化剤として用いられ
る界面活性剤と明らかに区別され得るものである。本願発明に用いられるポリオキ
シアルキレン化合物等の界面活性剤型の泡調整剤は，ＨＬＢが低く（１～４程度）



水に対する溶解度が小さいからこそ消泡効果を有する。」と述べており，包袋禁反
言の原則からいっても，ＨＬＢ値が４を超える界面活性剤を本件特許発明の「泡調
整剤」と主張することは許されない。
          原告は，被告製品に配合された成分のうち，ノニルフェノールＥＯ付加
物の付加モル数が低いものを，本件発明の「泡調整剤」と主張するが，被告製品の
配合処方(1)に記載されているノニルフェノールＥＯ４付加物のＨＬＢ値は８．９，
同(1)及び(2)に記載されているノニルフェノールＥＯ６付加物のそれは１０．９
（いずれも乙２による。）である。また，配合処方(3)に記載されているアルキルエ
ーテルＥＯ５付加物のそれは，１０．５である（乙４による。）。したがって，被
告製品には，本件特許発明の「泡調整剤」は含まれていない。
      イ　原告の主張        
        　被告は，界面活性剤における消泡効果は，ＨＬＢ値が４以下において認
められると主張し，その根拠として原告の異議答弁書（乙３）の記載を引用する。
しかし，右引用部分に続く引用部分において原告は，「これに対し，乳化剤として
用いられる非イオン界面活性剤は，一般にＨＬＢ１０～１８程度が最適であるとさ
れ，消泡効果はない。」と記載しているのであって，右両部分を原文どおり続けて
読めば，被告の主張のように，泡調整剤のＨＬＢ値を４以下と限定しているのでは
なく，界面活性剤型の泡調整剤と乳化剤として用いられる界面活性剤とは区別がで
きるということを述べたにすぎないことが明らかである。すなわち，上記引き続く
引用部分は，「乳化剤として用いられる非イオン界面活性剤は，消泡効果はな
い。」という趣旨の記載であって，消泡剤としての界面活性剤と，乳化剤としての
界面活性剤は明確に区別できるということを述べているにすぎず，それ以上に，消
泡剤として使用可能なＨＬＢ値を乳化剤として最適なＨＬＢ１０～１８を除いた部
分以上に限定しているものでない。
        　また，現実に，甲１４の花王株式会社（以下「花王」という。）のカタ
ログにＨＬＢ７．８～８．９の界面活性剤が消泡効果ありとされ，甲１５のライオ
ン株式会社（以下「ライオン」という。）のカタログにＨＬＢ３．３～８．８の界
面活性剤が泡抑制剤として記されており，消泡効果を有するとされている。
          ＨＬＢ値は，親水基のｗｔ％×１／５で示されるものであるところ，被
告製品の配合処方(1)及び(2)に含まれるノニルフェノールＥＯ付加物の場合，ノニ
ルフェノールが２２０，親水基であるＥＯが４４なので，
        　　４４ｎ／（２２０＋４４ｎ）×１００／５    （ｎはモル数）
            となり，ｎ＝１の場合，ＨＬＢ値は３．３３
                    ｎ＝２の場合，ＨＬＢ値は５．７１
                    ｎ＝３の場合，ＨＬＢ値は７．５０
                    ｎ＝４の場合，ＨＬＢ値は８．８９
                    ｎ＝５の場合，ＨＬＢ値は１０．００     となる。
        　上記花王やライオンの商品のＨＬＢ値からすると，ノニルフェノールＥ
Ｏ付加物においては，４モル付加物以下の場合に泡調整剤となるというべきであ
る。
        　また，被告製品の配合処方(3)に含まれるＰＯＥアルキルエーテルの場
合，親水基以外の部分が２００，親水基であるＥＯが４４なので，
          　４４ｎ／（２００＋４４ｎ）×１００／５    （ｎはモル数）
            となり，ｎ＝１の場合，ＨＬＢ値は３．６１
                    ｎ＝２の場合，ＨＬＢ値は６．１１
                    ｎ＝３の場合，ＨＬＢ値は７．９５
                    ｎ＝４の場合，ＨＬＢ値は９．３６
                    ｎ＝５の場合，ＨＬＢ値は１０．４８     となる。
          上記花王やライオンの商品のＨＬＢ値からすると，ＰＯＥアルキルエー
テルは，４モル以下付加物の場合に泡調整剤となるというべきである。
    (5)  間接侵害の成否　
      ア　原告の主張     
          本件特許発明は，方法の発明であるところ，被告は，業として本件発明
の実施のみに使用する被告製品を生産し，譲渡しているものであるから，当該行為
は，本件特許権の間接侵害（特許法１０１条２号）に該当する。被告製品が本件特
許発明の実施のみに使用するものであることは，被告製品の容器の外面に貼付され
ているラベル上部に「拭きとり不要のタイヤクリーナー」，その名称欄に「自動車
用タイヤのつや出しクリーナー」，用途欄に「自動車用タイヤの洗浄及びつや出し



用」，特長欄に「拭きとり，水洗いが不要なのでタイヤのお手入れが簡単にできま
す」，使用方法欄に「タイヤから約１５ｃｍ離して均一にスプレーします。」「そ
のまま乾燥させます。拭きとりの必要はありません。」などという記載があること
からも明白である。
      イ　被告の主張
          争う。　　　
  ２　争点２（本件特許権には無効事由があり，本訴請求は権利濫用に当たるか）
について
    (1)　被告の主張  
        本件明細書では，泡調整剤として，オクタノールやイソプロピルアルコー
ル，ブタノールを掲げているが，オクタノールは，明細書によっても，消泡効果は
あっても，泡調整剤として必要なゴムに対する影響がないという要件さえ欠いてい
る。イソプロピルアルコール，ブタノールは，破泡作用は有するが，原告が泡調整
剤に必要だと主張する抑泡作用は有しない。このように，本件特許発明では，単に
消泡効果があるとされているものを泡調整剤として例示しているにすぎず，例示さ
れている物質を２ｗｔ％以下配合しても，ゴムに影響を与えないで，泡を発生さ
せ，汚れを浮き上がらせるまでは泡として存在し，汚れが浮き上がった後，速やか
に泡を消すという本件特許発明の効果は生じない。泡調整剤は，単に消泡効果があ
るというだけではなく，本件特許発明の作用効果を生じさせるような性質を備えて
いなければならないはずであるが，その点については本件明細書では何も開示され
ていない。上記効果は，実施例に記載の原告製造の泡調整剤を配合して初めて生じ
るものにすぎず，本件特許発明の構成のみでは，その作用効果は生じない。したが
って，本件特許発明は未完成発明として無効とされるべきものである。
無効とされる以前においても，その技術的範囲は，実施例に限定されるべきであ
る。
    (2)　原告の主張          
        泡調整剤には，ゴムに対する影響がないという限定は存しない。イソプロ
ピルアルコール，ブタノールは，原告が実験した結果，一定の条件下においては，
溶液に最初から混合した場合に泡立ちを抑制し，起泡させてもその泡が速やかに消
えるという抑泡作用が認められたことから，これを明細書に泡調整剤として記載し
たものである。したがって，イソプロピルアルコールやブタノールのように破泡作
用を有するものが記載されているからといって，本件特許が未完成な発明で無効あ
るとか実施例に限られるということにはならず，被告の主張は理由がない。
　３　争点３（原告の損害）について
　　(1)　原告の主張     
      ア　消極損害
          被告は，本件特許権の出願公告日（平成６年法律第１１６号による改正
前の特許法５２条）の翌日である平成６年９月１５日から本訴提起時までの間，少
なくとも被告製品を１３５万個製造した。
          原告は，本件特許権を実施して，「ノータッチ」なる名称の商品（以下
「原告商品」という。）を製造して販売しているところ，原告商品の１個当たりの
利益額は１５０円であるから，これに被告が販売した１３５万個を乗じると２億０
２５０万円となる。原告は原告商品を販売しており，原告商品は同種商品の中で最
も多く製造販売されているものであるから，被告が被告製品を製造販売しなけれ
ば，原告はさらに１３５万個を製造販売することができたものであり，また原告に
はその実施能力も十分あったものである。したがって，特許法１０２条１項によ
り，少なくとも２億０２５０万円が，被告の本件特許権侵害行為により，原告が受
けた損害額となる。
      イ　積極損害
        (ア)　成分分析費用
          　原告は，被告製品が本件特許権を侵害していることを調査するため，
被告製品を購入のうえ，その成分分析を原告の研究所において行うとともに，日本
油脂株式会社化学研究所に依頼した。したがって，原告は，上記成分分析費用４７
万４６００円の支出を余儀なくされた。　
        (イ)  弁護士費用
        　　原告は，本件の訴訟追行を弁護士及び弁理士に依頼した。弁護士及び
弁理士費用は，訴額の１割である２０２５万円が相当である。
        以上合計２億２３２２万４６００円及びこれに対する訴状送達の日の翌日



である平成１１年３月３日から支払済みまで年５分の割合による損害金の支払を求
める。　
    (2)　被告の主張
        上記主張はいずれも否認又は争う。
第４　当裁判所の判断
　１　争点１（被告製品の構成要件Ａ②の充足性）について
　　(1)　「泡調整剤」とは何か
        本件特許発明の構成要件Ａ②は，「２ｗｔ％を越えない範囲で泡調整剤を
配合してなる」というものであるので，まず「泡調整剤」とは何かについて検討す
る。
      ア　「泡調整剤」という用語は，技術用語として一般に用いられているもの
ではなく，本件明細書中にも何ら定義されていない。
      イ　この点につき原告は，本件特許発明における「泡調整剤」とは，基剤と
共に使用されて，大気中で発生した泡に対し消泡効果を有する化学剤であって，い
ったん発生した泡を速やかに消すために用いるものである，と主張する。そして，
その根拠として，消泡作用と呼ばれるもののなかには，既に生成している泡に付与
した場合にその泡を消す破泡作用と，溶液に最初から混合した場合に泡立ちを抑制
し，したがって，起泡させてもその泡が速やかに消える抑泡作用とがあり，両者は
異なるものであるところ，本件明細書にいう「泡調整剤」は上記のうち抑泡作用を
示すものであり，このことは特許請求の範囲の記載から明確である，と主張し，そ
の裏付けとして甲２０ないし２２（界面活性剤に関する技術文献等）を提出する。
      ウ　上記甲２０ないし２２には，いずれも要旨以下のような記載がある。
「２本の試験管に，希薄な石鹸水を同量入れて，同じ方法，同じ強さで振るといず
れも泡が立つ。この１本（Ａ）に，エチルアルコールのような低級アルコールを，
もう１本（Ｂ）にはシリコンを少量混ぜて，静置すると，Ａは速やかに泡が消える
が，Ｂは変化を示さない。しかし，両者を再度強く振ると，Ａは再度泡が立つが，
泡の消えなかったＢは，全く泡が立たなくなる。このことは，エチルアルコールの
ような低級アルコールは破泡作用のみを有し，シリコンは抑泡作用のみを有するこ
とを指している。」
      エ　しかしながら，上記記述は，エチルアルコールのような低級アルコール
は破泡作用のみを有し，シリコンは抑泡作用のみを有することを指しているとはい
えても，原告が抑泡作用を有すると主張する「泡調整剤」が，いったん発生した泡
に対し，どのような作用を有するかは全く示していない。結局，「泡調整剤」の意
味は明確でなく，本件明細書に記載された作用効果を奏するものを「泡調整剤」と
解するほかない。すなわち，基剤に２ｗｔ％を越えない範囲で配合され，発生した
泡を消泡させる作用を奏するもの，と考えるべきである。
          本件明細書における本件特許発明の特許請求の範囲には，「シリコンオ
イルに乳化剤を加えて分散させた基剤に，」との記載があり，「発明の詳細な説
明」欄においても，乳化剤は基剤成分として，また，泡調整剤は基剤に配合する成
分として記載されているから，乳化剤は基剤成分であり，泡調整剤とは別の成分と
考えられる。
          これらのことから，本件特許発明における「泡調整剤」については，以
下の３つのことが要件となると解すべきである。
          ①　基剤に２ｗｔ％を越えない範囲で配合されていること。
          ②　基剤及びこれに含まれる乳化剤とは別の成分で，これに加えられた
ものであること。
          ③　発生した泡を消泡する作用を有するものであること。
        以下，被告製品の配合成分の中で，原告が泡調整剤であると主張するもの
について，上記の作用を有するものかどうかを検討する。
　　(2)　ノニルフェノールＥＯ付加物，アルキルエーテルＥＯ付加物は泡調整剤
か。
      ア  被告製品の配合成分について
        (ア)　原告は，被告製品の配合成分について，前記当事者の主張１(2)ア
(ア)のとおりであると主張している。他方，被告は，前記当事者の主張１(2)イのと
おり，製造期間によって配合が異なり，別紙配合処方(1)ないし(3)のとおりである
と主張している。
            原告は，原告主張の配合及びこの被告の主張を前提とした場合には，
第１期及び第２期に製造された被告製品についてはノニルフェノールＥＯ２付加物



及び同４付加物が，第３期に製造された被告製品についてはアルキルエーテルＥＯ
（１～４）付加物が，それぞれ泡調整剤であると主張している。
        (イ)　本件明細書においては，「発明の詳細な説明」欄に，「一方泡調整
剤としてはポリオキシアルキレン化合物等の界面活性剤型，シリコンオイル，高級
アルコール，ワックスを水で乳化したエマルジョン型，シリカ，ワックスをオイル
スラリーにしたオイルスラリー型，イソプロピルアルコール，ブタノール，オクタ
ノール等のアルコール型を使用することができ，‥‥」（本件特許発明に係る特許
公報（甲４，以下「本件公報」という。）３欄３２行～３７行）との記載があり，
また，実施例として，配合例１及び２を示している。その中で，泡調整剤は，配合
例１においては「シリコーン系泡調整剤（アワクリーン１２タイホー工業株式会社
製）」とされ，配合例２においては「ポリエーテル型非イオン界面活性剤を主成分
とする泡調整剤（アワクリーン１０２０タイホー工業株式会社製）」とされ，いず
れも原告の商品名で記載されているので，その成分等が不明であり，かろうじてシ
リコン系物質（配合例１），ポリエーテル型非イオン界面活性剤（配合例２）を含
むことのみが明らかになっている。
        (ウ)　被告製品に含まれているとされるノニルフェノールＥＯ付加物（被
告の配合処方(1)，(2)），アルキルエーテルＥＯ付加物（被告の配合処方(3)）は，
いずれも，上記泡調整剤として例示されているうちの「ポリオキシアルキレン化合
物等の界面活性剤」であり，かつ「ポリエーテル型非イオン界面活性剤」である。
そこで，これら被告製品の成分に泡調整剤としての機能があるかどうか検討する。
      イ　ＨＬＢ値と泡調整剤としての機能
        (ア)　被告は，原告が特許庁に対して提出した異議答弁書（乙３）に，前
記当事者の主張１(4)アに適示したような記載があることから，ＨＬＢ値が４を超え
る界面活性剤を，泡調整剤と主張することは許されないと主張する。なお，証拠
（乙２）によれば，ＨＬＢ値は，親水基親油基バランスのことで，親水基のｗｔ％
×１／５で示されるものである。
        (イ)　この点につき，原告は，上記記載は，泡調整剤のＨＬＢ値を４以下
と限定しているのではなく，界面活性剤型の泡調整剤と乳化剤として用いられる界
面活性剤とは区別ができるということを述べたにすぎない旨，及び，消泡剤として
の界面活性剤と，乳化剤としての界面活性剤は明確に区別できるということを述べ
ているにすぎず，それ以上に，消泡剤として使用可能なＨＬＢ値を，乳化剤として
最適なＨＬＢ１０～１８を除いた部分以上に限定しているものでない旨を主張す
る。
            上記異議答弁書の記載は，本件発明における界面活性剤型の泡調整剤
の消泡効果を奏するものはＨＬＢ値が低く（１～４程度），乳化剤として用いられ
る界面活性剤との関係において，ＨＬＢ値により区別できるということを述べたも
のと認められる。通常「１～４程度」といえば，５以上は含まれないものと解され
るので，５以上のものは意識的に除外されているというべきである。証拠（乙２，
７ないし９）にも，消泡剤として使用可能なＨＬＢ値が１ないし４程度であるとの
知見が記載されており，これとも合致する。原告の異議答弁書の記載はこのような
知見を意識して記載されたものと認められ，これに反する主張は許されないものと
いうべきである。
        (ウ)　証拠（甲１４，１５，乙２，４，５）によれば，原告主張のノニル
フェノールＥＯ付加物のＨＬＢ値は，以下のとおりと認められる。
          ａ  ノニルフェノールＥＯ２付加物については，甲１５（ライオンの製
造する界面活性剤「リポノックスＮＣ－２０」のＨＬＢ値），乙４（三洋化成工業
株式会社の製造する界面活性剤「ノニポール２０」（製品ナンバーはＥＯ付加モル
数の近似値を１０倍した数値である）のＨＬＢ値），乙５（日本油脂株式会社の製
造する界面活性剤「ノニオンＮＳ－２０２」のＨＬＢ値）からすると，５．７であ
る。
          ｂ  ノニルフェノールＥＯ４付加物については，乙２，甲１４（花王の
製造する界面活性剤「エマルゲン９０４」のＨＬＢ値）からすると，８．９であ
る。
          ｃ　また，アルキルエーテルＥＯ付加物のＨＬＢ値は，原告が主張する
ところに従えば，以下のとおりとなる。
              アルキルエーテルＥＯ２付加物    ６．１１
              アルキルエーテルＥＯ３付加物    ７．９５
              アルキルエーテルＥＯ４付加物    ９．３６



            そうすると，これら成分はいずれもそのＨＬＢ値が５以上であるの
で，いずれも上記答弁書の記載により，泡調整剤から意識的に除外されたものとい
うべきであって，これらを泡調整剤ということはできない。
        (エ)　この点につき，原告は，甲１４の花王のカタログ及び甲１５のライ
オンのカタログに，ノニルフェノールＥＯ付加物などからなるＨＬＢ８．８～８．
９程度の界面活性剤につき消泡効果ありと記載されていること，甲１６の日本触媒
化学工業株式会社のカタログに，ＨＬＢ７．９～１０．５程度の界面活性剤（ＰＯ
Ｅアルキルエーテルの付加モル数３及び５のもの）につき消泡効果ありと記載され
ていることを根拠に，ＨＬＢ値がこの程度の大きな値でも消泡効果があると主張す
る。また，ＨＬＢ値は，界面活性剤の機能を把握する上では有益な指標となるが，
一応の数値にすぎない旨，及び，ＨＬＢ値が１０．５である５モル付加物中には４
モル以下付加物も相当割合混入されており，このようなモル数の異なる付加物の混
合物においては，それぞれのモル数付加物の各分子がそれぞれ独立にその有する効
果を発揮するものであるため，低モル付加物が泡調整剤としての機能を果たし，Ｐ
ＯＥアルキルエーテル５モル付加物は全体として十分な消泡効果を有する旨を主張
する。
　　　　　　しかしながら，これらのカタログに掲載されている界面活性剤は混合
物であるので，ＨＬＢ値は全体としての値を示すものと考えられる。混合物の中に
は各付加モル数の成分が存在し，それらが全体としての作用効果を奏するものとし
て用いられるのが通常であり，その混合されている各付加物ごとに異なるＨＬＢ値
を持ち，異なる作用を奏するものとして扱われるものではないと考えられる。も
し，その混合されている各付加物ごとに異なるＨＬＢ値を持ち，異なる作用を奏す
るものであるとすると，常に使用しようとする部分以外の他の部分の作用も考慮し
て使用しなければならないことになり，技術常識に合わないことになる。したがっ
て，ある界面活性剤の一部が乳化剤，他の一部が泡調整剤として別々に作用すると
いうことは技術常識に反し，そのような主張は採用できない。
            また，前記(1)エに記載したとおり，本件特許権にいう「泡調整剤」
は，基剤及びこれに含まれる乳化剤とは別の成分で，かつ消泡作用を有するもので
あることを要する。原告の主張するように，混合物に含まれる低モル付加物に消泡
作用があるとしても，それが基剤に含まれる乳化剤である界面活性剤に分布として
存在しているものである限り，基剤に加えられた別個の成分とならないから，構成
要件Ａ②に含まれる泡調整剤とはいえないというべきである。原告の主張は採用で
きない。
        ウ  原告の実験について
            原告は，様々な実験を行って，原告が泡調整剤と主張する成分の消泡
作用について述べているので，これについて検討する。
          (ア)　甲９ないし１２の実験について
              甲９ないし１２の実験は，甲８の分析により原告が被告製品の組成
であると主張している配合成分（前記当事者の主張１(2)ア(ア)）を配合したもの
（試料１の１）と，上記配合成分中，ノニルフェノールＥＯ２付加物及び同４付加
物を添加していないもの（試料１の２）をタイヤに噴射し，その消泡効果を見たも
のと認められる。この実験結果によれば，ノニルフェノールＥＯ２付加物及び同４
付加物を添加していない試料１の２が，試料１の１に比して消泡が遅く，消泡効果
が劣るといえるから，原告はこれをもってノニルフェノールＥＯ２付加物及び同４
付加物が泡調整剤であると主張する。
              確かに，この実験の結果によれば，ノニルフェノールＥＯ２付加物
及び同４付加物を添加していないものが，添加したものに比して消泡が遅いことが
分かるから，これらの成分が消泡機能を有していることが認められる。しかしなが
ら，上記イにも記載したとおり，本件特許権にいう「泡調整剤」は，基剤及びこれ
に含まれる乳化剤とは別の成分で，かつ消泡作用を有するものであることを要す
る。上記実験において，何を基剤としたかは不明であり，かつそれが被告製品にお
けるそれと同一であることの立証は何もない（被告製品を分析し，その成分を混合
しただけでは，被告製品における基剤が何であって，それに加えた泡調整剤が何で
あるかは全く明らかになっていない。）というべきである。
              さらに，ノニルフェノールＥＯ２付加物及び同４付加物を添加して
いない試料１の２にも，ノニルフェノールＥＯ７付加物は配合されているから，前
記のとおりこれにも低付加物が分布として存在するはずであるが，それにもかかわ
らずこちらの試料に消泡効果が見られないことからすると，乳化剤として基剤に添



加したものに含まれるノニルフェノールＥＯ低付加物は，泡調整剤といえないこと
が認められ，このことは，泡調整剤として機能するためには，別途添加されること
を要するとの上記解釈を裏付けるといえる。
              以上によれば，この実験をもって，被告製品において原告が泡調整
剤であると主張するノニルフェノールＥＯ２付加物及び同４付加物が泡調整剤であ
ることが立証されているとはいえない。
          (イ)　甲２３ないし３０の実験について
              甲２３ないし３０の実験は，被告主張の配合処方(1)ないし(3)に従
い，別紙成分一覧表のとおりに配合して①ないし⑦までの配合例を作成し，被告製
品に含まれる低付加物が泡調整剤であることを立証するものであるというものであ
る。
              しかしながら，これらの実験も(ア)の実験と同様，原告が泡調整剤
であると主張する成分を添加したものと添加していないものをタイヤに噴射して，
その消泡作用を見たものであるところ，上記同様，この実験においても，基剤の調
製方法は不明であり，かつそれが被告製品におけるそれと同一であることの立証は
何もないというべきであるから，被告製品中の原告が泡調整剤であると主張する成
分が，被告製品において基剤及びこれに含まれる乳化剤と別の成分として消泡作用
を有していることを立証するものとはいえないというべきである。
  ２　以上判示したとおり，被告製品に２ｗｔ％を越えない範囲で泡調整剤が配合
されていることは，立証されていないというほかない。
      そうすると，被告製品は，本件特許の構成要件Ａ②を満たすと認められない
から，その余の点について検討するまでもなく，原告の請求は，理由がない。
      よって，主文のとおり判決する。
    　東京地方裁判所民事第４６部  

                      裁判長裁判官　　　　三　　村　　量　　一
                    
                    
                            裁判官        村　　越　　啓　　悦
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          　          裁判長裁判官     　 三　　村　　量　　一
                　

　　　　　　　物　　件　　目　　録

　商品名「ザ・まっくろ」と称する艶出し洗浄剤

　　配合処方(1)　　
  １  ポリシロキサン：５００ｃｓ                ２１．６２４０ｗｔ％
  ２　ＰＯＥ Ｎonyl Ｐhenyl Ｅther－６モル        ０．４３５２ｗｔ％
  ３  ＰＯＥ Ｎonyl Ｐhenyl Ｅther－４モル        ０．４３５２ｗｔ％
  ４　噴射剤　                                  １５．００００ｗｔ％
  ５　水                                        ６１．４５５０ｗｔ％
  ６　その他                                      １．０５０６ｗｔ％

  　配合処方(2)　　
  １  ポリシロキサン：５００ｃｓ                １８．７０００ｗｔ％
  ２　ＰＯＥ Ｎonyl Ｐhenyl Ｅther－６モル        ０．５１００ｗｔ％
  ３　噴射剤　                                  １５．００００ｗｔ％
  ４　水                                        ６４．８５０７ｗｔ％
  ５　その他                                      ０．９３９３ｗｔ％

   配合処方(3)　　



  １  ポリシロキサン：５００ｃｓ                １７．００００ｗｔ％
  ２　ＰＯＥ Ｌinear Ａlcohol Ｅther－５モル      ０．６８００ｗｔ％
  ３　噴射剤　                                  １５．００００ｗｔ％
  ４　水                                        ６６．３８０７ｗｔ％
  ５　その他                                      ０．１７４３ｗｔ％

別紙　成分一覧表


